
C 1 02 在宅自己腹膜濯流指導管理料 4， 000点

注 1 在宅自己連続携行式腹膜濯流を行っている入院中の患者以外の患者に対して、

在宅自己連続携行式腹膜潅流に関する指導管理を行った場合に算定するものと

し、頻回に指導管理を行う必要がある場合は、同一月内の 2回目以降1回につき

2， 000点を月 2回に限り算定する。

注2 当該指導管理を算定する同一月内に区分番号J038に掲げる人工腎臓又は

J 042に規定する腹膜潅流の 1を算定する場合は、注1に規定する 2回目以降

の費用は、算定しない。

(平成 28年 3月 4日 厚生労働省告示第 52号)

(在宅自己腹膜潅流指導管理料)

( 1) I注 1Jの「頻回に指導管理を行う必要がある場合」とは、次のような患者につ

いて指導管理を行う場合をし1う。

ア 在宅自己連続携行式腹膜潅流の導入期にあるもの

イ 糖尿病で、血糖コントロールが困難であるもの

ウ 腹膜炎の疑い、 トンネル感染及び出口感染のあるもの

エ 腹膜の透析効率及び除水効率が著しく低下しているもの

オ その他医師が特に必要と認めるもの

(2) 1か月に 2回以上在宅自己腹膜濯流指導管理料を算定した場合は、診療報酬明

細書の適要欄に必要と認めた理由を明記する。

( 3)在宅自己腹膜濯流指導管理料を算定している患者(入院中の患者を除く。)は週

1回を限度として、区分番号 IJ038J人工腎臓又は区分番号 IJ042J

腹膜潅流の 1の連続携行式腹膜潅流のいずれか一方を算定できる。なお、当該

管理料を算定している患者に対して、他の医療機関において人工腎臓又は連続

携行式腹膜濯流を行っても、当該所定点数は算定できない。

(平 28.3.4 保医発 0304第 3号)
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在宅療養指導管理材料加算

C 1 5 4 紫外線殺菌器加算 360点

注 在宅自己連続携行式腹膜濯流を行っている入院中の患者以外の患者に対して、紫外

線殺菌器を使用した場合に、第1款の所定点数に加算する。

(平成 28年 3月 4日 厚生労働省告示第 52号)

(紫外線殺菌器加算)

在宅自己連続携行式腹膜潅流液交換用熱殺菌器を使用した場合には、紫外線殺菌器

加算の点数を算定する。

(平28.3.4 保医発 0304第 3号)

C 1 5 5 自動腹膜濯流装置加算 2， 500点

注 在宅自己連続携行式腹膜潅流を行っている入院中の患者以外の患者に対して、自動

腹膜濯流装置を使用した場合に、第1款の所定点数に加算する。

(平成 28年 3月 4日 厚生労働省告示第 52号)
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